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３  議 題 

〇審議・協議事項 

(1)新たな地域医療構想について（資料１） 

(2)第８次富山県医療計画の中間評価・見直しについて（資料２） 

(3)令和８年度地域医療介護総合確保基金事業計画（案）について（資料３） 

(4)病床機能再編支援事業について（資料４） 

(5)令和８年度紹介受診重点医療機関について（資料５） 

(6)令和８年度医師臨床研修募集定員の配分（案）について（資料６） 

(7)届出による診療所への病床設置について（資料７） 
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令和８年３月 25日  

                              医 務 課 

新たな地域医療構想について 

 

Ⅰ 現行の地域医療構想について 

地域医療構想については、医療法が改正され、平成 27年度から、医療計画の一部とし

て位置付けられ、本県においては、平成 28年度に策定した。 

現行の地域医療構想においては、いわゆる団塊の世代が 75歳以上となる 2025年の医療

需要を踏まえた病床数の必要量を定めた上で、病床機能報告、地域医療構想調整会議にお

ける協議等を通じて、病床の機能分化・連携の取組が進められてきた。 

地域医療構想の全国的な評価は、病床機能報告上の病床数について、2015年から 2024

年にかけて、125.1万床から 117.8万床になり進捗が認められた。 

本県においても、14,058床から 11,745床になり、機能別の病床数をみると、急性期と

慢性期が減少し、回復期が増加するなど取組の成果が認められた。 

 

Ⅱ 新たな地域医療構想について 

（１）基本的な考え方  

85歳以上の高齢者の増加や人口減少が更に進む 2040年頃を見据え、現行の地域医療構

想の評価と課題等も踏まえ、病床の機能分化・連携だけでなく、外来医療・在宅医療、介

護との連携、人材確保等も含めたあるべき医療提供体制の実現に資するよう、新たな地域

医療構想を策定・推進する。 

 

（２）新たな地域医療構想の位置付け 

新たな地域医療構想は、医療計画の上位概念として位置付け、医療計画については、そ

の実行計画として、医療提供体制の確保に向けた取組について中長期的な需要等を踏まえ

て計画的に進める。 

 

（３）新たな地域医療構想の主な内容 

① 病床機能（見直し） 

これまでの「回復期機能」について、その内容に｢高齢者等の急性期患者への医療提 

供機能 ｣を追加し、 ｢包括期機能 ｣として位置づけ 

  

資料１ 
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② 医療機関機能報告（新規） 

医療機関から県に対して医療機関機能（※）を報告する仕組みの創設 

※構想区域ごとに確保すべき医療機関機能（高齢者救急・地域急性期機能、在宅 

医療等連携機能、急性期拠点機能、専門等機能）、広域的な観点で確保すべき医 

療機能 

③ 構想区域・協議の場 

必要に応じて広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で協議議題に応じ 

関係者が 参画し効率的･実効的に協議 

 

（４）国･都道府県･市町村の役割 

①国 ガイドラインの策定、データ提供、研修等の支援等の実施 

②県 データ分析、地域医療構想調整会議等での議論の調整、調整会議で調った 

事項の実施に努める 

③市町村 地域医療構想調整会議への参画 

※新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象に追 

加される中で、在宅医療・介護連携推進事業を実施し、介護保険事業を運営して 

いる市町村の役割が重要 

 

（５）新たな地域医療構想における精神医療の位置付け 

精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする（令和９年度以降） 

 

Ⅲ 地域医療構想の今後の進め方について 

 

（１）国の考え方 

①2025（令和７）年度に国で新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドライン 

を検討･ 作成 

都道府県において、医療機関からの報告データ等を踏まえながら、 

②2026（令和８）年度に地域の医療提供体制全体の方向性、必要病床数の推計等を検 

討･策定 

③2027（令和９）年度から 2028（令和 10）年度までに医療機関機能に着目した地域 

の医療機関の連携・再編・集約化の協議等を行う。 
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このため、現行の地域医療構想の取組について、2026（令和８）年度も継続することと

し、新たな地域医療構想については、2027（令和９）年度から順次取組を開始する 

 

（２）県の対応（令和８年度の進め方） 

・県では、上記考え方を踏まえながら、令和８年度は医療圏ごとに地域医療推進対策協

議会各疾病事業部会の開催、地域医療構想調整会議を開催し、疾病ごとの区域の点

検、疾病ごとの医療提供体制の方向性について協議を進め、「地域の医療提供体制全

体（入院医療、外来医療・在宅医療、介護との連携、人材確保等）の将来ビジョン・

方向性」の構築を目指す。 

・必要病床数については、国が示す算定式を基に算出する。この結果を十分に踏まえ、

協議を進めていく。 

 

Ⅳ 令和８年度のスケジュール（案） 

Ｒ８．４～８ 各圏域部会の実施 

       ・疾病・事業・在宅医療ごとの区域の点検の協議 

       ・疾病・事業・在宅医療ごとの医療提供体制の方向性の協議  

 

 Ｒ８．９～10 第１回地域医療構想調整会議 

        ・構想区域の見直しに係る協議 

         ・圏域ごとの医療提供体制の方向性 

        ・必要病床数の推計 

 

Ｒ８．12   第１回医療審議会及び医療対策協議会及び地域医療構想部会実施 

        ・地域の医療提供体制全体の将来ビジョン・方向性 

・必要病床数の推計 

         の素案提示 

 

Ｒ９．１～２ パブリックコメント実施 

 

Ｒ９．２～３ 第２回地域医療構想調整会議 

       ・パブリックコメントの報告 

 

Ｒ９．３頃  第２回医療審議会及び医療対策協議会及び地域医療構想部会実施 

        ・地域の医療提供体制全体の将来ビジョン・方向性 

・必要病床数の推計 

 の諮問・答申 
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Ⅴ 策定に係る組織（案） 

ワーキンググループ（ＷＧ）等を設置、あるいは、既存の会議を活用・連携しなが

ら、具体的な検討を行い、医療審議会及び医療対策協議会での協議、医療審議会の諮

問・答申を経て、施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県医療審議会 

新川地域医療構想調整会議 

（新川医療圏） 

がん部会、心血管疾患部会、在宅医療部会、新川圏域地域リハビリテーション連絡

協議会（脳卒中）、糖尿病地域ケア体制検討会（糖尿病）、精神医療保健福祉関係者

連絡会議（精神疾患）、新川地域災害医療連携会議・新川地域新型インフルエンザ対

策会議（災害医療・新興感染症）、周産期地域連携ネットワーク会議（周産期医

療）、新川医療圏小児急患センター運営協議会（小児医療） 

 

（４医療圏 部会等） 

（富山医療圏） 

がん・在宅医療部会、精神疾患部会、周産期・小児医療部会、心血管疾患部会、 

脳卒中部会、糖尿病部会、災害医療部会 

（高岡医療圏） 

在宅医療・がん部会、脳卒中・心血管疾患・救急医療部会、管内糖尿病重症化予防

関係者連絡会、高岡圏域精神保健福祉推進連絡協議会、周産期医療・小児医療部

会、高岡医療圏災害医療連携会議 

（砺波医療圏） 

がん・在宅医療部会、心血管疾患部会、砺波圏域地域リハビリテーション連絡協議

会（脳卒中）、糖尿病対策推進強化事業連絡会議（糖尿病）、管内精神医療保健福祉

機関長等連絡会議（精神）、管内産科・小児科連絡会（周産期、小児）、 

砺波地域災害医療連携会議（救急、災害） 

 

（４医療圏 調整会議） 

富山地域医療構想調整会議 

高岡地域医療構想調整会議 

砺波地域医療構想調整会議 



                             

 

 令和８年３月 25 日 

                             医 務 課 

 

第８次富山県医療計画の中間評価・見直しについて 

 

１ 趣旨 

 ○本県では、医療従事者の確保や、効率的で質の高い医療提供体制の構築、災害

時の医療の確保体制の強化等の課題に的確に対応するとともに、より県民のニ

ーズに即した良質かつ適切な保健・医療を提供できる体制整備を計画的に推進

するため、2024（令和６）年度から 2029（令和 11）年度を計画期間として、第

８次の「富山県医療計画」を策定。 

 ○医療計画は、医療を取り巻く環境の変化に対応し、必要に応じて見直しを行う

こととしている。国の医療計画に係る指針等を踏まえ、令和８年度、計画の進

捗状況を確認し、必要な見直しを行う「中間評価・見直し」を行うもの。 

 

２ 中間評価・見直しの対象 

〇現行計画をベースに、今後発出予定である国の「医療計画作成指針」及び「第８

次医療計画の中間見直し等に関する意見のとりまとめ」等を参考に、５疾病・６

事業及び在宅医療等に係る指標（数値目標）の中間評価及び記載事項について、

ポイントを絞った見直しを行う。 

５疾病（医療法第 30 条の４第２項第４号） 

がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患 

６事業（医療法第 30 条の４第２項第５号） 

救急、災害、新興感染症発生・まん延時における医療、へき地、周産期、小児医療 

在宅医療（医療法第 30 条の４第２項第６号） 

 

３ 今後のスケジュール（案） 

令和８年.３月 富山県医療審議会  

「第８次富山県医療計画中間評価・見直しの策定について」 

５-10 月 ワーキング、地域医療推進対策協議会開催（２～３回程度）  

12 月 富山県医療審議会 

「素案の提示」 

令和９年.１-２月 パブリックコメント、市町村等への意見聴取 

令和９年.３月 富山県医療審議会 

「第８次富山県医療計画中間評価・見直し」を諮問・答申 

   

  

資料２ 



４ 中間見直しの具体的作業について 

中間見直しでは原則、現在の県の施策と指標の見直しのみを行うものとし、他の記

述については第９次医療計画改定時に修正を行う。 

５疾病６事業及び在宅医療それぞれについて下記のような構造で記述されており、

中間見直し部分は以下とする。 

   第１：医療の概要 

   第２：必要となる医療機能 

   第３：現状 

    第４：医療提供体制における主な課題と施策 

    第５：数値目標 

第６：医療提供体制（図） 

    第７：現状把握のための指標 

 

５ 策定に係る組織（案） 

ワーキンググループ（ＷＧ）等を設置、あるいは、既存の会議を活用・連携しな 

がら、具体的な検討を行い、医療審議会及び医療対策協議会での協議、医療審議会の

諮問・答申を経て、施行する。 

 

〈県全域〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県医療対策協議会 県医療審議会 

救急・災害医療ＷＧ 

精神疾患 WG 

ワーキンググループ（WG） 

富山県がん対策推進協議会 

富山県周産期保健医療協議会 

富山県あんしん在宅医療・訪問看護推進会議 

（活用・連携する既存の会議） 

富山県小児医療等協議会 

富山県感染症対策連携協議会 

富山県透析患者等発生予防推進事業連絡協議会 

富山県循環器病対策推進事業連絡協議会 

時点修正を行う 



 

 

 

 

 

１ 令和８年度事業計画【医療分】 

平成 26年 6月に公布施行された地域医療介護総合確保推進法に基づき、平成 26年度に消費税増収分を

原資として造成された「富山県地域医療介護総合確保基金」を活用した令和８年度事業計画について、県内

医療関係者、市町村等との協議を踏まえ、次のとおり案を作成 

 
２ 基金の趣旨等 

 消費税増収分を財源として、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者

の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築など、医療・介護サービスの提供体制に係る改革を

推進 

 

＜対象事業＞ 

Ⅰ－１ 病床の機能分化・連携 

Ⅰ－２ 病床機能再編支援事業 

Ⅱ 居宅等における医療の提供 

Ⅲ 医療従事者の確保 

Ⅳ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備 

＜令和８年度予算＞ 

国：647億円、地方：313億円  計 960億円 

                    

３ 今後のスケジュール  
年 月 県 国 

Ｒ８ 

３月 25日 医療審議会  

４月 国へ要望額を報告  

４月以降  内示 

 

平成 26～令和７年度事業の計画額の推移について 

 
 

 

 

 

 

 

令和８年度地域医療介護総合確保基金事業計画〔医療分〕（案） 
（百万円） 

事業区分 事業概要 Ｒ⑧計画額 

Ⅰ－１ 病床の機能分化・連携 
・病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備 
・医療介護連携を進める上で必要となる多職種連携のため 
の研修の実施 

344 
(+19) 

Ⅰ－２ 病床機能再編支援事業 ・病床削減により病床を廃止する際の支援（※国 10/10） 
163 

(-285) 

Ⅱ 

居
宅
等
に
お
け
る 

医
療
の
提
供 

在宅医療を支える体制
整備 

・富山県在宅医療支援センターの運営 
・在宅医療に係る医療介護連携体制の推進 
・富山県訪問看護総合支援センターの運営 
・訪問看護の促進、人材育成を図るための研修等の実施 
・在宅医療推進協議会の設置・運営 
・早期退院・地域定着支援のため、精神科医療機関内の委
員会への地域援助事業者の参画支援等 

45 
(-3) 

在宅医療（薬剤）を推進
するために必要な事業 

・薬剤師・薬局を対象とした研修会や症例検討会等の開催を
支援 

Ⅲ 

医
療
従
事
者
の
確
保 

医師の地域偏在対策の
ための事業 

・地域医療支援センターの運営 
・地域医療対策協議会における調整経費 

535 
(+9) 

診療科の偏在対策、医
科・歯科連携のための事
業 

・児童精神科医、小児科医等の養成講座を設置するなど、
小児医療提供体制の強化 
・産科・救急等の不足している診療科の医師確保支援 

看護職員の確保のため
の事業 

・新人看護職員の質の向上を図るための研修 
・看護職員の資質の向上を図るための研修 
・離職防止など看護職員の確保対策 
・看護師等養成所における教育内容の向上を図るための 
体制整備 
・看護職員が県内に定着するための支援 
・医療機関と連携した看護職員確保対策の推進 

薬剤師の確保のための
事業 

・地域包括ケアの拠点となる病院・薬局における薬剤師の 
確保支援 

医療従事者の勤務環境
改善のための事業 

・勤務環境改善支援センターの運営 
・各医療機関の勤務環境改善や再就業促進の取組支援 

Ⅳ 勤務医の労働時間短縮に 
   向けた体制の整備 

医療機関が行う勤務医の労働時間短縮のための体制整備
を支援 

170 
(-26) 

計  
1,257 
(-286) 

※（   ）は前年度との差額 

事業区分 H㉖ H㉗ H㉘ H㉙ H㉚ R① R② R③ R④ R⑤ R⑥ R⑦

Ⅰ－１　病床の機能分化・連携 61 468 1,120 744 684 259 162 214 556 317 449 325

Ⅰ－２　病床機能再編支援事業 － － － － － － － － － 22 155 448

Ⅱ　居宅等における医療の提供 263 42 33 45 49 46 45 45 51 45 45 48

Ⅲ　医療従事者の確保 628 650 897 360 536 533 444 436 494 499 574 526

Ⅳ　勤務医の労働時間短縮 － － － － － － 131 171 162 79 154 196

計 952 1,160 2,050 1,149 1,269 838 782 867 1,263 962 1,377 1,543

実績額 259 326 1,909 614 677 520 494 553 823 704 949 -

（単位：百万円）

令和８年度地域医療介護総合確保基金事業計画〔医療分〕（案）について 令和８年 3月 25日 

富 山 県 厚 生 部 
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区分 事業名 事業内容 実施主体 Ｒ⑧（百万円）

回復期機能病床確保事業
今後必要とされる回復期機能を確保するため、回復期リハビリテーション病床、地域包括ケア病床及び緩
和ケア病床の増床を図る（高度急性期・急性期・慢性期機能病床から回復期機能病床への転換支援）。

病院 250.0

とやま地域医療連携ネットワーク推進事業
医学生等のキャリア形成支援、医師不足・偏在状況の調査分析、分析を基にする実態に即した医師派遣
等を行う寄附講座を、富山大学附属病院に設置する。

富山大学 44.0

【新】地域医療構想策定事業 地域医療提供体制全体に係る需要と供給を分析し、将来ビジョンや方向性を検討する。 県 24.0
その他 26.0

344.0

Ⅰ－２
　病床機能再編
　支援事業
　（※国10/10）

病床機能再編支援事業 病床を削減した病院等に対し、削減病床１床あたり、病床稼働率に応じた額を交付する。 病院 163.0

富山県在宅医療支援センター運営事業
「富山県在宅医療支援センター（県医師会委託）」において、在宅医療を担う医師の確保・育成、在宅医
療の普及啓発等に総合的に取り組む。

県
県医師会 13.0

医療系ショートステイ病床確保事業
在宅療養の安心や介護家族等の負担軽減を図るため、介護家族の急病・急用・レスパイト等のための医
療系ショートステイ専用病床を確保する。

県 9.0

富山県訪問看護総合支援センター運営事業
「富山県訪問看護総合支援センター（県看護協会委託）」において、訪問看護の普及啓発や相談対応、
災害時支援体制の推進等を行う。

県
県看護協会 9.9

その他 13.1
45.0

医学生修学資金貸与事業
県内で医師を志す医学生に対し、卒業後の一定期間、県内公的病院等に勤務することを条件とした修学
資金を貸与することにより、県内の医師確保を図る。

県 138.1

臨床研修医確保総合対策事業
県内の臨床研修病院で構成する連絡協議会において、研修指導体制等の充実に向けた連携強化や医
学生に対するPRなど、各病院が一体となり臨床研修医の確保対策に取り組む。

臨床研修病院
連絡協議会 12.0

産科医等確保支援事業
産科医や助産師に対し分娩取扱件数に応じて手当（分娩手当等）を支給する医療機関を支援することに
より、医師等の処遇改善を図り、減少する産科医療機関や産科医等を確保する。

病院 33.0

看護師等養成所運営費補助事業
看護師養成所における教育内容の充実を図るための専任教員経費、部外講師謝金及び実習、事務職
員経費等の運営費に対する補助により、看護職員の養成を支援する。

看護師養成所 129.3

医療勤務環境改善支援センター事業
医師・看護職員等の「働き方改革」に確実に対応し、医療従事者の離職防止や医療安全の確保を図るた
め、県「医療勤務環境改善支援センター」を県医師会内に設置し、各医療機関が計画的に行う勤務環境
改善に向けた取組みを総合的に支援する。

県
県医師会 12.9

病院内保育所運営事業
交替勤務のある医療機関に従事する職員の乳幼児保育を行うことで、離職防止及び再就職の促進を図
る。

病院 22.8

小児医療等提供体制強化事業
・富山大学附属病院に児童精神科医、小児科医等を養成するための寄附講座を設置
・県リハ病院から地域の基幹病院に医師を派遣し、発達障害児（疑い）の診療を行う
・オンラインツールを活用し、顔の見える小児医療相談サービスを無償で提供

県
富山大学 62.4

富山県地域薬剤師確保修学資金貸与事業
富山大学薬学部「地域枠」の入学生に対し、修学資金を貸与することにより、県内の公的病院、製薬企業
等で勤務する薬剤師確保を図る。

県 37.0

【新】災害支援ナースフォローアップ研修事業 災害支援ナースを対象とした研修等の開催及び名簿管理を行う
県

看護協会 0.7

【新】富山版DMAT創設事業 富山版DMAT（災害派遣医療チーム）隊員の養成・登録を行う 県 1.0
その他 86.3

535.5

地域医療勤務環境改善体制整備事業 医師労働時間短縮計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対して支援する。 病院 53.7

域医療勤務環境改善体制整備特別事業
最新の知見や技能又は高度技能習得の教育研修体制を有する医療機関に対し、勤務医の労働時間短
縮のための体制整備に関する支援を行う。

病院 71.3

勤務環境改善医師派遣等推進事業
地域において重要な役割を担う医療機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮すること及び地域医療
提供体制を確保することを目的に、長時間労働医療機関への医師派遣等を行う医療機関等の運営に対
する支援を行う。

病院 45.0

170.0
1,257.5合計

地域医療介護総合確保基金【医療分】主要事業一覧

Ⅱ　居宅等における
　　 医療の提供

Ⅳ　勤務医の
　　 労働時間短縮

小計

小計

小計

小計

Ⅲ　医療従事者
　　 の確保

Ⅰ－１
　病床の機能分化
　・連携

令和８年３月25日

富山県厚生部



総括
R⑧計画額

344,016

163,020

44,969

535,451

170,017

1,257,473

Ⅰ－１病床の機能分化・連携 （単位：千円）

NO R⑧計画額 R⑦計画額 事業内容

1 250,000 250,000 高度急性期・急性期・慢性期機能病床から回復期機能病床への転換支援

2 2,200 2,200 主任ケアマネジャー等に対する在宅医療・介護の連携研修

3 1,000 1,000 ケアマネジャー等と歯科関係者との連携促進

4 1,000 1,000 歯科医師、歯科衛生士に対する研修

5 1,650 1,650 小児在宅医療を担う医師等への研修等

6 4,189 5,093 病院看護師の訪問看護ステーション（ST）への出向研修等

7 2,200 2,200 訪問看護STに対し個別に技術研修を実施

8 1,154 1,154 在宅医療の普及啓発、医療介護関係者との協議等

9 623 1,733 NICU等の小児医療機関において実習を含めた研修を実施

10 0 1,640 「ケアマネジャーによるＡＣＰ」促進検討会の開催等

11 2,400 2,400 在宅医療に必要な連携を担う拠点として必要な事業への支援

12 44,000 40,000 医師不足・偏在状況の調査分析、医師派遣調整等

13 0 5,000 ＩＣＴツール等の情報共有システムの導入支援

14 9,600 9,600 相談支援や利用調整等

15 24,000 R⑧新規 地域医療提供体制全体に係る需要と供給を分析し、将来ビジョンや方向性を検討

344,016

Ⅰ－２ 病床機能再編支援事業（※国10／10） （単位：千円）

NO R⑧計画額 R⑦計画額 事業内容

15 163,020 448,476 削減病床１床あたり、病床稼働率に応じた額を交付

163,020

Ⅱ 居宅等における医療の提供 （単位：千円）

NO R⑧計画額 R⑦計画額 事業内容

16 13,000 13,000 在宅医療を担う医師確保・育成、普及啓発等

17 8,960 8,960 緊急時の専用病床を確保

18 4,000 4,000 医療的ケア等に必要な備品等の購入への支援

19 500 500 地域リハビリテーションに関する調査・分析

20 524 524 あんしん在宅医療・訪問看護推進会議の設置

21 510 510 事例検討会、医療機関の看護師の訪問看護ＳＴ研修

22 0 4,000 訪問看護ＳＴの大規模化に対する支援

23 9,859 8,474 「富山県訪問看護総合支援センター」を設置

24 2,500 2,500 認定看護師教育課程等の研修受講者への支援

25 1,918 1,800 訪問看護職員への実践的研修、管理者等の相談対応等

26 2,000 2,000 訪問看護師等の防犯機器整備への支援

27 198 198 退院支援人材養成のための研修会等の開催経費への支援

28 1,000 1,000 在宅医療研修会、多職種座談会の開催

44,969

Ⅲ 医療従事者の確保 （単位：千円）

NO R⑧計画額 R⑦計画額 事業内容

29 3,905 4,779 医師確保に係る相談窓口、医師のあっせん等

30 0 5,000 学生による自主企画型の地域医療体験の実施

31 138,148 138,872 特別枠、特定診療科等従事志望者への貸与

32 11,960 11,960 臨床研修病院に対する支援、専攻医確保事業等

33 1,762 1,755 医療対策協議会開催軽費

34 33,000 33,000 分娩を取り扱う医師及び助産師に対する支援

35 1,800 2,000 実技体験セミナー開催等を支援

36 1,852 2,085 ＮＩＣＵ入院の新生児を担当する医師に対する支援

37 4,440 4,440 先進地研修、ドクヘリ等を活用した研修等

38 1,600 1,600 妊娠、出産前後の歯科衛生士・技工士を対象とした研修

39 1,823 1,823 指導者研修会、新人看護職員研修推進会議

40 16,098 16,248 研修実施病院に対する支援

41 2,050 2,050 実習指導者に対する講習

42 850 850 専任教員の再教育研修の実施

43 1,300 1,300 小規模施設の看護職員に対する研修

44 7,900 7,900 特定行為研修や認定看護師教育課程の受講料負担へ支援

45 785 785 小・中学校の生徒等の看護体験学習

46 1,717 1,715 若手看護職員研修会・交流会、新卒看護職員研修会等

47 2,910 2,910 ナースセンターへの届出情報の登録・管理等

48 129,289 120,923 運営費補助

49 4,200 4,431 就業支援相談（ハローワーク、ナースセンター）

50 1,500 1,400 中・高校生を対象とした薬局や病院での実習

ケアマネジャー医療介護連携研修事業

令和８年度 地域医療介護総合確保基金事業一覧（案）

（単位：千円）

区　分

Ⅰ－１ 病床の機能分化・連携

Ⅰ－２ 病床機能再編支援事業

Ⅱ 居宅等における医療の提供

Ⅲ 医療従事者の確保

Ⅳ 勤務医の労働時間短縮

合　計

事業名

回復期機能病床確保事業

医療的ケア児等支援センター運営事業

在宅歯科医療推進事業

在宅歯科医療研修事業

医療的ケア児在宅医療支援事業

訪問看護・医療機関相互研修事業

医療的ケア児等訪問看護体制整備事業

在宅医療・介護連携推進支援事業

医療的ケア児対応力向上技術研修

ケアマネジャーによる「人生会議（ACP）」促進事業

市町村による在宅医療・介護・障害福祉連携促進支援事業

とやま地域医療連携ネットワーク推進事業

医療・介護連携促進基盤整備事業

合　　計

事業名

病床機能再編支援事業

合　　計

訪問看護ステーション暴力・ハラスメント対策費

事業名

富山県在宅医療支援ｾﾝﾀｰ運営事業

医療系ｼｮｰﾄｽﾃｲ病床確保事業

重症心身障害児（者）等受入促進事業

地域リハビリテーション支援体制整備事業

あんしん在宅医療・訪問看護推進会議事業

訪問看護推進事業

多機能型訪問看護ステーション拠点施設整備事業

富山県訪問看護総合支援センター運営事業

訪問看護師資質向上事業

訪問看護ステーションサポート事業

精神科病院早期退院支援事業

薬局等地域連携支援事業

合　　計

事業名

新人看護職員研修事業

地域医療支援センター事業

地域医療フレキシブル体験推進事業

医学生修学資金貸与事業

臨床研修医確保総合対策事業

地域医療対策協議会調整経費事業

産科医等確保支援事業

産科専門医等育成確保事業

新生児医療担当医確保事業

救急科専門医等育成確保事業

歯科衛生士臨床定着支援事業

新人看護職員指導者研修事業

保健師助産師看護師等実習指導者講習会事業

看護教員継続研修事業

看護職員資質向上実務事業

看護職員育成研修支援事業

看護普及推進事業

看護職員職場定着支援事業

看護師等免許保持者届出事業

看護師等養成所運営費補助事業

看護職員就業支援事業

薬剤業務体験学習事業

地域医療構想策定事業



51 750 600 中・高校生、保護者を対象としたセミナー

52 12,900 12,900 県「医療勤務環境改善センター」の設置・運営等

53 22,815 18,713 運営費補助

54 7,350 7,350 タブレット端末導入支援、トライアル雇用事業等

55 7,417 7,313 休日夜間の２次救急医療の実施に対する支援

56 7,934 9,934 休日、夜間の小児患者向けの電話相談

57 62,416 67,977 児童精神科医、小児科医等の養成、オンライン医療相談等

58 2,850 3,500 「富山県薬剤師確保対策推進協議会」の設置、開催

59 37,020 25,660 富山大学薬学部「地域枠」の入学生への貸与

60 2,460 3,000 富山大学から感染症専門医を県庁に受け入れ

61 990 1,370 臓器移植院内コーディネーターの養成・強化

62 660 R⑧新規 災害支援ナースを対象とした研修等の開催及び名簿管理

63 1,000 R⑧新規 富山版DMAT（災害派遣医療チーム）隊員の養成・登録

535,451

Ⅳ　勤務医の労働時間短縮 （単位：千円）

NO R⑧計画額 R⑦計画額 事業内容

62 53,730 83,388 勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対する助成を行う事業

63 71,287 67,962 教育研修体制を有する医療機関への勤務環境改善支援を行う事業

64 45,000 45,000 長時間労働医療機関へ医師派遣支援を行う事業

170,017

医療勤務環境改善支援センター事業

未来の薬剤師発掘セミナー事業

臓器提供・移植時の対応力強化事業

合　　計

病院内保育所運営費補助事業

訪問看護職員の確保・定着のための働き方改革推進事業

小児救急医療支援事業

子ども医療電話相談事業

小児医療等提供体制強化事業

薬剤師確保対策事業

災害支援ナースフォローアップ研修等事業

富山版DMAT創設事業

事業名

地域医療勤務環境改善体制整備事業

地域医療勤務環境改善体制整備特別事業

勤務環境改善医師派遣等推進事業

合　　計

富山県地域薬剤師確保修学資金貸与事業費

感染症対策医療人材受入事業



病床機能再編支援事業について

地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、
医療機関が病床減少（※）を伴う病床機能再編に取り組む際、減少する病床数に
応じた給付金を支給するもの
※対象の病床は「高度急性期」「急性期」「慢性期」の３種類（本資料内では
「対象病床」と表記）

1

資料４



病床機能再編支援事業申請１（新川医療圏）

１ 医療機関名
独立行政法人労働者健康安全機構 富山労災病院
２ 病床削減時期
令和７年度
３ 病床機能

４ 病床再編の妥当性及び地域医療の機能に支障をきたさない理由（病院意見要約）
新川医療圏は地域医療構想において、急性期病床が過剰であり、医療資源の適正化を

図る必要がある。令和６年度病床機能報告において、富山労災病院の対象病床の病床稼
働率は60.4％であり、入院病床に余裕があるため、今回の減少によって地域医療の機能
には支障をきたさない。

①　平成30年度病床機能報告 ②　令和２年４月１日時点 適用病床数 （②採用）

高度急性期 4 5 5 5 0

急性期 244 206 206 103 103

回復期 0 52 52 103 ▲ 51

慢性期 52 0 0 0 0

休棟等 0 37 37 0 37

合計 300 300 300 211 89

支給対象：52床（89床-休床37床）

支給済：16床（令和６年度削減済み）

今回支給対象：36床

再編前稼働病床数 再編後

許可病床数
病床削減数
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病床機能再編支援事業申請２（富山医療圏）

１ 医療機関名
月岡クリニック
２ 病床削減時期
令和８年度
３ 病床機能

４ 病床再編の妥当性及び地域医療の機能に支障をきたさない理由（病院意見要約）
富山医療圏は地域医療構想において、急性期病床が過剰となっており、医療資源の

適正化を図る必要がある。令和６年度病床機能報告において、月岡クリニックの対象
病床の病床稼働率は50.1％であり、入院病床に余裕があるため、今回の減少によって
地域医療の機能には支障をきたさない。

①　平成30年度病床機能報告 ②　令和２年４月１日時点 適用病床数 （②採用）

高度急性期 0 0 0 0 0

急性期 19 19 19 16 3

回復期 0 0 0 0 0

慢性期 0 0 0 0 0

休棟等 0 0 0 0 0

合計 19 19 19 16 3

支給対象：３床

再編前稼働病床数 再編後

許可病床数
病床削減数
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病床機能再編支援事業申請３ー１（高岡医療圏）

１ 医療機関名
独立行政法人地域医療機能推進機構 高岡ふしき病院
２ 病床削減時期
令和７年度
３ 病床機能

４ 病床再編の妥当性及び地域医療の機能に支障をきたさない理由（病院意見要約）
高岡医療圏は地域医療構想において、急性期病床が過剰であり、医療資源の適正化

を図る必要がある。令和６年度病床機能報告において、高岡ふしき病院の対象病床の
病床稼働率は57.2％で、入院病床に余裕があるため、今回の減少によって地域医療の
機能には支障をきたさない。

①　平成30年度病床機能報告 ②　令和２年４月１日時点 適用病床数 （②採用）

高度急性期 0 0 0 0 0

急性期 60 60 60 53 7

回復期 60 60 60 55 5

慢性期 0 0 0 0 0

休棟等 0 0 0 0 0

合計 120 120 120 108 12

支給対象：７床

支給済：６床

今回支給対象：１床

再編前稼働病床数 再編後

許可病床数
病床削減数
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病床機能再編支援事業申請３ー２（高岡医療圏）

１ 医療機関名
佐伯レディースクリニック
２ 病床削減時期
令和８年度
３ 病床機能

４ 病床再編の妥当性及び地域医療の機能に支障をきたさない理由（病院意見要約）
高岡医療圏は地域医療構想において、急性期病床が過剰であり、医療資源の適正化

を図る必要がある。令和６年度病床機能報告において、佐伯レディースクリニックの
対象病床の病床稼働率は67.1％で、入院病床に余裕があるため、今回の減少によって
地域医療の機能には支障をきたさない。

①　平成30年度病床機能報告 ②　令和２年４月１日時点 適用病床数 （②採用）

高度急性期 0 0 0 0 0

急性期 11 11 11 8 3

回復期 0 0 0 0 0

慢性期 0 0 0 0 0

休棟等 0 0 0 0 0

合計 11 11 11 8 3

支給対象：３床

支給済：１床

今回支給対象：２床

再編前稼働病床数 再編後

許可病床数
病床削減数
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令和８年度紹介受診重点医療機関について 

 

１ 外来機能報告について 

  国において令和４年度から外来機能報告制度が開始され、外来医療の状況と、紹介受診

重点医療機関となる意向について調査を実施 

 

２ 紹介受診重点医療機関について 

  患者の紹介・逆紹介の流れの円滑化を図ることを目的として、医療資源を重点的に活用

する外来の機能に着目して、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療

機関（紹介患者への外来を基本とする医療機関）を紹介受診重点医療機関とし、外来機能

を明確化するもの。 

  地域の協議の場において協議を行い、協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関と

して県が公表することとされている。 

 

（１） 医療資源を重点的に活用する外来（重点外来）の機能例 

・ 医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 

 例）悪性腫瘍手術の前後の外来 など 

・ 高額等の医療機器・設備を必要とする外来 

 例）外来化学療法、外来放射線治療 など 

・ 特定の領域に特化した機能を有する外来 

 例）紹介患者に対する外来 など 

 

（２） 国が示す要件 

① 医療機関に「紹介受診重点医療機関」となる意向があること 

② 初診外来のうち「重点外来」の件数が占める割合 40％以上、かつ、再診外来のうち 

「重点外来」の件数が示す割合 25％以上 

または、紹介率 50％以上、逆紹介率 40％以上 

 

（３）公表までのスケジュール 

  令和８年３月 医療審議会地域医療構想部会において協議 

         協議が整った医療機関を県 HPで公表 

 

（４）医療審議会地域医療構想部会での協議の進め方 

外来機能報告により把握した、医療機関ごとの紹介受診重点医療機関となる意向の有

無、紹介受診重点外来に関する基準の適合状況等を踏まえ協議を行う。 

  ① 国が示す要件を満たす場合 

   原則として、紹介受診重点医療機関に選定 

  ② 国が示す要件のいずれかを満たさない場合 

   当該医療機関へ意見聴取を行うとともに、選定の適否を協議 

資料５ 



１　意向と基準、水準が合致する

初診の割合
（％）

再診の割合
（％）

紹介率
（％）

逆紹介率
（％）

基準:40％以上 基準:25％以上 水準:50%以上 水準:40%以上

1 富山県立中央病院 あり 73.8 34.9 604 選定 地域医療支援病院

2 国立大学法人富山大学附属病院 あり 73.4 28.4 565 選定 特定機能病院

3 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 あり 70.0 39.7 482 選定 地域医療支援病院

4 富山市立富山市民病院 あり 71.8 32.3 452 選定 地域医療支援病院

5 富山赤十字病院 あり 77.4 33.7 401 選定 地域医療支援病院

6 黒部市民病院 あり 53.5 35.3 363 選定 地域医療支援病院

7 市立砺波総合病院 あり 62.5 30.6 343 選定 地域医療支援病院

8 高岡市民病院 あり 65.1 27.6 283 選定 地域医療支援病院

9 富山県済生会高岡病院 あり 56.2 25.3 251 選定 地域医療支援病院

10 富山県済生会富山病院 あり 72.3 23.3 64.2 78.9 250 選定 地域医療支援病院

11 独立行政法人労働者健康安全機構富山労災病院 あり 61.9 35.1 247 選定 地域医療支援病院

※一般病床数順

２　意向と基準、水準が合致しない

医療機関名 意向
初診の割合
（％）

再診の割合
（％）

一般病床数
（床）

選定案 備考

1 該当なし

令和８年度紹介受診重点医療機関の選定について（案）

意向医療機関名
一般病床数
（床）

備考選定案



 

 

令和８年度 医師臨床研修募集定員の配分について 

都道府県別募集定員の上限の範囲内（本県：108人）で各臨床研修病院の募集定員を調整し、

県として定員案を作成することとされている。 

 
１ 本県の募集定員の上限  １０８人（Ｒ７比＋３人） 

２ 募集定員の配分（案） 
 （単位：人）   

 

（※１）富山県立中央病院は、自治医科大学卒業医師１名が令和９年度臨床研修開始予定（表の内数） 

（※2）富山県立中央病院のマッチング定員は R７：18 名（自治医１名除く：表の外数） 

 

 

 

 

 

病 院 名 
Ｒ６ Ｒ7 

Ｒ8 
（今回） 

（参考） 
R7 マッチング 

募集定員 募集定員 募集定員 マッチ者 

黒部市民病院 ８  ８  ８  ８  

富山県立中央病院  １９    １９   １９※1 １８※2 

富山市立富山市民病院 ６  ５  ６  ５  

富山大学附属病院 

富山大学附属病院（小児・産科） 

３１  
４  

３０  
４  

３０  
４  

２４  
１  

富山赤十字病院 ７  ６  ７  ５  

済生会富山病院 ４  ４  ４  ４  

高岡市民病院 ４  ３  ４  ３  

済生会高岡病院 ４  ４  ４  ４  

厚生連高岡病院 １１  １１  １１  １１  

金沢医科大学氷見市民病院 ３  ３  ３  ３  

市立砺波総合病院 ６  ６  ６  ６  

南砺市民病院 ２  ２  ２  ０  

合 計 １０９  １０５  １０８  ９２  

資料６ 



 

 

 

届出による診療所への病床の設置について 

 

１ 制度概要 

医療法第７条第３項により、診療所の病床は、医療法施行規則で定める場合には、知事

への届出（※）により設置できることとされている。 

   本県では、医療法施行規則で定める場合の具体的内容、手続き等を定めた「医療法施

行規則第１条の 14第７項第１号及び第２号に規定する診療所に係る取扱要領」を制定し

ている。 

   ※診療所が本要領に定める機能以外の病床を設けようとするときは、知事の許可が必 

  要 

 

２ 事前協議の申出のあった診療所 

   この度、本要領第３条第１項に規定する事前協議の申出が下記診療所からなされたた

め、病床の設置についての意見聴取するもの。 

名 称：くれよん在宅クリニック 

所在地：富山市黒崎 373-2 

   開設者：医療法人くれよん 理事長 桶
おけ

口
ぐち

 史
ふみ

篤
あつ

 

   病床機能：２床（一般病床） 

   病床設置の必要性（法人提出資料より） 

：患者にとって在宅を生活の中心に据えつつ、必要時に入院で支える連続性あ 

るケアを通じて、患者と家族が安心して最後まで地域で暮らせる医療拠点と 

なり、地域医療の質的向上と持続可能な体制構築に貢献するため。 

 

３ 県による事前審査の結果及び地域医療構想調整会議での意見 

  医療法第 30条の７第２項第２号に掲げる医療の提供の推進、地域包括ケアシステムの 

構築に必要な診療所として適当と認める。 

  また、令和８年２月 25日に開催した富山地域医療構想調整会議に病床設置について付議 

した結果、異論なしだった。 

  

資料７－１ 



 

【参考】 

１ 本制度を通じた過去の事例 

  令和２年度 １件（富山医療圏） 

  平成 22年度 １件（富山医療圏）  

 

２ 届出による診療所への病床の設置スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡市医師会 

医療審議会 

 ⑨審査 

①調整 ②意見 ⑤付議 

③事前協議申出 

病床設置希望者 

⑫病床設置 

県（医務課） 

 ④審査 

 

 

 

⑦意見 

⑪結果通知 

⑬病床設置届 

現在の手続きは⑧ 

地域医療構想調整会議 

 ⑥協議 

⑧諮問 ⑩答申 
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病床を設置しようとする診療所の概要 

 

◎医療法第30条の７第２項第２号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その

他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所医療を担う診療所 

開設者 医療法人くれよん 

名称 くれよん在宅クリニック 

所在地 富山市黒崎３７３－２ 

診療科目 内科 

病床数 一般病床２床 

主な構造設備 
別紙図面のとおり 

※今後変更の可能性あり 

常勤医師数 ２名（桶
おけ

口
ぐち

 史
ふみ

篤
あつ

、大石
おおいし

 美
み

緒子
お こ

） 

医師の専門性資格 
在宅医療専門医、緩和医療認定医、ペインクリニック専門

医（大石氏）、麻酔科専門医（大石氏） 

開設年月日 
令和２年２月10日（クリニックの開設年月日） 

令和４年４月６日（医療法人設立後の開設年月日） 

 

資料７－２ 
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※医療法第30条の７第２項第２号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その

他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所医療を担う診療所の基準 

次のいずれかの機能を有する診療所であること。 

１ 在宅療養支援診療所の機能（訪問診療の実施） 

２ 急変時の入院患者の受入機能（年間６件以上） 

３ 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能 

４ 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを行う機能（入院患者

の１割以上） 

５ 当該診療所内において看取りを行う機能 

  ※この機能は病床を設置した後に獲得する機能 

 

６ 全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔（手術を実施した場合に限

る。）を実施する（分娩において実施する場合を除く。）機能（年間 30 件

以上） 

７ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能 

 

※医療法第30条の７第２項第２号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その

他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所医療を担う診療所の基準への

該当性 

項目 

１ 在宅療養支援診療所の機能（訪問診療の実施） 

 

2024年８月１日から2025年７月31日までの訪問診療の実施件数 2,696件 

 

３ 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能 

 

患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる体制 あり 
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くれよん在宅クリニックの病床設置について 

 

医療法人くれよん 

くれよん在宅クリニック 

理事長 桶口 史篤 

 

【要約】 

 当院は「納得できる生き方・終い方をすべての人に」を理念に、アドバンスケア

プランニング（ACP）と専門的緩和ケアを軸とした在宅医療を実践し、富山県内で

最も多い在宅看取り実績を有している。一方、県内では在宅医療を担う医療資源の

減少、緩和ケア病床の不足や対象疾患の制限、介護・医療制度上の制約により、終

末期や医療依存度の高い患者が自宅療養を継続できない現状がある。こうした課題

に対応するため、当院は有床診療所として 2床の病床を設け、疾患や年齢を問わな

い緩和ケア病床、在宅復帰支援病床、レスパイト入院の機能を担う。在宅を生活の

中心に据えつつ、必要時に入院で支える連続性あるケアを通じて、患者と家族が安

心して最期まで地域で暮らせる医療拠点となり、地域医療の質的向上と持続可能な

体制構築に貢献することを目指している。 

 

【くれよん在宅クリニックの理念と実績】 

 日本は今までに経験したことのない超高齢・多死社会を迎えます。思い通りにな

らない老いや病をかかえながら、いつか訪れる死に向き合うことがますます必要に

なるなかで、医療には「治す」だけではなく「穏やかに過ごす」ための手段として

果たすべき役割があります。 

 富山市民病院緩和ケア科で 5 年間緩和ケアに携わり、がん終末期の患者さんを

多く診療しました。その中で、患者さんが最期まで望む場所で過ごすための選択肢

になりたいという想いから、2020 年にくれよん在宅クリニックを開設しました。

在宅専門診療所として「納得できる生き方、終い方をすべての人に」を理念に、地

域の多職種の事業所と連携し、誰もが望む場所で納得できる自分らしい生き方がで

きる地域づくりを目指しています。 

 ACPと意思決定支援は、患者が自らの価値観や希望をもとに医療やケアについて

選択するための重要な支援です。そしてそこから選択された希望を叶えるためには、

資料８－１ 
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質の高い緩和ケアを提供し、苦痛の緩和を超え、心のケア、家族の支援を行うこと

が重要です。ACPと意思決定支援、そして専門的緩和ケアの連続性こそが、医療を

「治すこと」から「支えること」へと転換させる鍵となると信じ、チームで心血を

注いで来ました（別紙 1）。 

 当院で在宅療養支援を行う患者全体の 3 割前後はがん終末期患者であり、医療

依存度が高い、もしくは、専門的緩和ケアの提供が必要な状況です。そこに質の高

い在宅緩和ケアを提供するため、夜間休日を含めて在宅看取りの対応にも力を入れ

ています。2023 年 8 月～2024 年 7 月の実績に基づいて行われる 2024 年 8 月の定

例報告では、当院の在宅看取り件数は年間 96 件（在宅看取り率 80.0％）であり、

富山県内でもっとも在宅看取りを行う医療機関となりました。その内訳は自宅が

89 件、施設 7 件であり、本来の住まい中心の診療体制が反映されています（別紙

2）。 

  

【富山県の在宅医療と緩和ケアの現状と課題】 

 県内の在宅医療の実施状況をみると、要介護者や施設入居者の増加に対して在宅

医療を提供する医療機関数は減少の一途をたどり、医師の高齢化、従事者数の減少

も顕著です。また、訪問診療のみ実施して往診対応の実績がない医療機関が約半数

であり、在宅療養支援診療所の施設要件である「24 時間往診可能な体制の確保」

が容易ではないことが伺えます。さらに、多職種・多事業所での医療介護連携が不

可欠な在宅医療の現場において、情報共有ツールが使用されていない（病院、診療

所ともに使用割合は 2割強）、多職種での ACPが十分に実践されていない（病院で

48.7％、診療所で 34.8％）など、在宅医療の充実に向けた課題は山積しています。 

 がんや心不全などの終末期は疼痛や呼吸困難感、せん妄などの症状があり、専門

的な症状緩和が必要となります。しかし、現状はこうした専門的緩和ケアが十分に

ひろく提供されているとは言い難い状況です。その背景には以下に挙げるような地

域事情、医療・介護体制や診療報酬体系による制限が影響していると考えられます。 

 

◎緩和ケア病棟が少ない 

 2025 年 12 月 1 日現在、富山医療圏の緩和ケア病棟は 3 病院 49 床で、病床稼働

率は 50～90％と推定されます（2024 年度の富山県立中央病院緩和ケア病棟の病床

稼働率は 87%）。稼働率には施設間で差があるようですが、専門医の有無や専任医
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師の配置状況、特別療養環境室料（いわゆる差額ベッド代）なども影響していると

考えられます。また、これらの病床ががん診療拠点病院で緩和ケア病棟を持たない

病院の受け皿になっていることも一因と考えられます。 

 全国的に見ても緩和ケア病棟で死亡するがん患者は一部（がん死亡の 16.5％、

全死亡の 7.6％）ですが、医療経済的な観点からみても緩和ケア病棟のこれ以上の

増床は現実的とは言えません。 

 また、緩和ケア病棟入院基本料の算定要件として、現時点では対象疾患は悪性新

生物（がん）と後天性免疫不全症候群（AIDS）に限定されており、心不全、腎不全

などの終末期患者は対象外です。なお、制度上は回復期リハビリ病棟入院基本料に

準じた報酬算定しか認められませんが、富山赤十字病院のように緩和ケア病棟で心

不全も対象疾患に含めた運用を自助努力でされている病院もあります。 

 

◎医療に特化したサ高住や有料老人ホームでは、疾患や状態が限定的 

 住居型ホスピスを自称する施設は、入居条件として入居者が訪問看護を医療保険

で利用できる疾患や状態（厚生労働大臣の定める疾病等；別表第 7（おもにがん終

末期や指定難病など）、厚生労働大臣が定める状態等；別表第 8（各種在宅指導管

理を要する状態や褥瘡など））に限定しています。 

 加えて、こうした施設の一部は入居者のかかりつけ医を施設側が選定するため、

患者中心の医療的フリーアクセスが制限される状況が散見されます。 

 

◎輪番体制による緩和ケア提供の限界 

 富山医療圏では輪番体制を敷いており、急性期病院一般病床へのアクセスは担保

されています。しかし、急性期病院は高度医療や救命治療が主たる目的であり、そ

の機能を地域全体で維持するための輪番体制です。実際、治療を目的としない終末

期の患者は転院搬送・下り搬送の対象となるため落ち着いた療養環境が提供されず、

十分な緩和ケア提供が困難となります。 

 

◎療養病床や老健などによる緩和ケア提供の限界 

 医療機関や施設ごとに診療体制や文化、治療経験、採用薬などが異なるため、医

療用麻薬や抗精神病薬などが適切に使用できず、十分な症状緩和ができる体制を整

えることは困難です。また、コロナ禍から現在に至るまで厳しい面会制限が設けら
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れているために、看取りに際しても家族が付き添うことはできないようです。 

 

◎各種介護事業による緩和ケア提供の限界 

 デイサービス（DS）やショートステイ（SS）などの介護施設の多くは、利用者の

全身状態がおよそ安定していることを前提条件としているため、終末期で専門的な

症状緩和が必要な患者（医療用麻薬を投与している、中心静脈栄養を実施している

等）は対象外とされてしまうことが多い状況です。また、あらかじめ本人、家族が

在宅での看取りを希望されていたとしても、DSや SSを利用中に全身状態の変化が

生じた場合には救急搬送せざるを得ないこともあります。 

 また、小児や移行期、AYA 世代といわれるような 40 歳未満の年齢層は、そもそ

も介護保険の制度外にあるため、共助、公助のサービス提供体制が極めて脆弱です。

しかし、人口構造の変化、核家族化、共働き世帯の増加などを背景に、自助や互助

による支援も十分に得られません。 

 

【当院が病床を有する必要性】 

 こうしたケースにおいても、当院では在宅療養が選択肢となるよう積極的に取り

組んできました。具体的には、医療的支援では医療用麻薬の持続注射、調節型持続

鎮静、胸腹水穿刺、腹水濾過濃縮再静注法、在宅赤血球輸血など、身体的苦痛の緩

和を軸に、心理・社会的支援では公的サービスとの連携や各種制度の利用のほか、

非公的サービスとして有償ボランティアナース『キャンナス富山』の事務局を院内

に置いて、介護家族のレスパイトや AYA 世代（15～39 歳）症例の子供の保育園送

迎を代行するなど、総合的かつ包括的な専門的緩和ケアを日常的に実施しています。 

 しかし、このような在宅緩和ケア体制を整えてもなお、在宅での療養継続や自宅

退院が叶わないことがあります。その背景には、以下のような実状があると考えら

れます。 

 

◎介護や病状変化への不安 

 前述のような小児症例、AYA世代のほか、老々介護・病々介護世帯では、病状の

進行に伴って介護負担が大きくなるにつれ、家族による介護継続が難しくなること

があります。とくに、実際の「手間としての介護負担」もさながら、「病状変化に

対する不安」が要因となります。当院でも訪問看護ステーションと協働して 24 時
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間体制で相談、緊急訪問依頼を受ける体制を整えていますが、家族が不安を感じて

いる様子をみた患者自身がそれを憂慮して、在宅療養の継続を断念される場合もあ

ります。 

 

◎病院の退院調整；連携室機能の限界 

 在宅療養を希望される患者の退院調整は、関係する事業所が増えるために手間や

時間がかかります。在宅を希望しながらも不安をかかえる患者・家族は少なくあり

ません。医療依存度が高く、また、病状が不安定なために気持ちの揺れる患者・家

族に対して、在宅医療の制度や地域資源に詳しくない病院の医師やスタッフが転院

や施設入所をすすめるのは当然のことです。しかし、実際は転院先の病院や施設で

専門的緩和ケアや必要な処置を受けられない患者が多いことが垣間見え、心苦しく

感じています。 

 また、退院調整を行う連携室の看護師や社会福祉士をはじめとした専門職も、と

くにがん治療を行う拠点病院では定期的な異動があります。在宅復帰調整という専

門性の高い業務の経験が蓄積しにくい背景があります。 

 

 自宅で過ごしたくてもこれらの理由により在宅療養が叶わない患者の受け皿と

して病床を設置し、人々が望む場所で安心して最期を迎えられるための選択肢を少

しでも増やしたいと考えています。 

 

【県外での導入例】 

◎愛媛県松山市 医療法人ゆうの森 たんぽぽのおうち 

在宅復帰支援、一時入院、緩和ケア、食支援の 4つの機能を持つ有床診療所 16床 

 

◎東京都板橋区 医療法人焔 おうちへ帰ろう。病院 

在宅診療所が前身となっている在宅復帰を目的とした病院 地域包括ケア病床

120床 

 

【当院の目指す病床の機能について】 

①「緩和ケア病床」 

 専門的な緩和ケアの提供を必要とするために在宅療養の継続が難しい場合、対象



6 

 

疾患や年齢・世代を問わずに利用できる「緩和ケア病床」的役割を担います。具体

的には、ハード面では十分な広さをもつ個室病室と、家族と憩いの時間が過ごせる

リビングスペースを確保し、また、敷地内には木立を抜け水路を眺められる遊歩道

を整備するなど自然や季節の移ろいを感じながら過ごすことができる環境を整え、

その療養の質の向上を図ります。また、ソフト面では緩和医療認定医を中心とする

多職種協働チームを形成し、身体的苦痛、精神的苦痛などに対して全人的かつ専門

的な緩和ケアを提供します。これらにより、患者と家族が心身ともに穏やかに過ご

せるような環境を整えます。 

 加えて、現在も在宅で自己調節鎮痛法（Patient Control Analgesia；PCA、専用

デバイスを用いた医療用麻薬注射剤の持続投与で、がんや心不全・呼吸不全の終末

期に実施されることが多い鎮痛法）などの専門的緩和ケアを行っている患者が病院

の緩和ケア病棟などに入院する場合、あるいは、PCAをつけて退院する場合に、専

用デバイスや薬剤の変更が必要となります。当院に病床設置し緩和ケア病床として

運用することで、切れ目ない症状緩和が可能となり、在宅と入院の行き来が容易に

なります。 

※当院は（一社）日本ホスピス緩和ケア協会の正会員です。 

※当院は日本緩和医療学会専門医制度における認定連携施設（新制度）として申請

中です。 

 

②在宅復帰支援のための「お家へ帰ろう病床」 

 急性期病院などに入院中で在宅療養を希望しているが、医療依存度が高い、病状

が不安定などの理由で自宅へ直接退院することが難しい患者を、有床診療所にいっ

たん転院するという形で受け入れ、専門的緩和ケアなどを提供しながら自宅退院に

向けた調整を進める「お家へ帰ろう病床」としての機能を担います。患者にとって

はより丁寧な ACPや意思決定支援が実現され、また、急性期病院にとっては在宅療

養移行が困難な患者でも円滑かつ迅速な退院調整が可能となります。 

 

③一時入院、レスパイト入院 

 在宅療養中の患者が、家族の介護負担などにより在宅療養の継続が一時的に難し

くなった場合に、在宅から気軽に一時入院できる「レスパイト病床」としての機能

を担います。主治医を変えずに連続した関係性のなかで、医療やケアの一貫性、ACP
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のつながりが維持されます。 

 

【なぜ附帯業務の範疇でなく病床が必要なのか】 

◎サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホーム 

 附帯業務として認められている、おもに高齢者を対象としたこれらは「住居」と

位置付けられており、そこで提供されるサービスは実施の記録、報酬上の算定とし

て「訪問」の形式をとってはいますが、実質的には患家の自宅へ赴く訪問診療や訪

問看護とは異なります。また、とくに一部の事業者は入所対象者を限定し、病状に

対して過剰な訪問を提供する実状が社会問題として指摘されています。 

 本来、医療依存度が高く病状が不安定な患者に対して行われる看護やケアは、そ

の疾患の種類を問わず包括的かつ連続的であるべきだと考えます。そして、その提

供内容と報酬算定が一致している「入院」という形式が、医療者と患者の双方にと

って合理的であり、望ましい医療提供のあり方だと考えています。 

 

◎保健衛生に関する業務（看護小規模多機能型居宅介護） 

 介護保険に定められた施設のため、前述の通り小児や AYA 世代の症例では利用

対象とならず、適当な選択とは言えません。また、単独事業所での一体型サービス

提供を前提としているため、それまで関係性を築いた訪問看護ステーションや介護

支援専門員（ケアマネジャー）、その他の介護事業者との関係性が断たれてしまう

ことになるため、地域全体を挙げた取り組み繋がりにくいと考えます。 

 

【病床数（2床）の根拠】 

 前述の通り、当院が在宅療養支援を行いながらも病状の進行等により連携する医

療機関へ入院され、結果的に病院で死亡に至ったのは年間で 20 件前後でした（表

1）。入院期間にはばらつきがあるものの、一般的に看取りを前提とした入院加療

であれば長期化することは考えにくく（数日～1カ月程度）、当院の入院機能とし

て 2 床を確保することで、そのほぼすべてを補完することが可能と見込んでいま

す。 

 また、加えて重要なのは、医療圏全体の病床数に対する数量としての「2」では

ないということです。とくに終末期や看取りが近い患者の療養において、その関係

性の連続は大きな意味を持ちます。言い換えれば、緩和ケアの提供体制の充足とは
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「数量の合理性」だけでは語れません。規模は小さくとも在宅医療を専門とする緩

和ケア充実診療所が病床を設置し、可能な限り連続した関係性を維持しながら療養

場所の選択肢を準備することが、私たち医療者の使命だと考えます。 

表 1 当院の看取り数と病院での死亡数 

年 死亡者数 在宅看取り数 在宅看取り率 病院での死亡数 

令和 2 年 76 60 78.9 ％ 16 

令和 3 年 67 55 82.0 ％ 12 

令和 4 年 115 105 91.3 ％ 10 

令和 5 年 127 103 81.1 ％ 24 

令和 6 年 94 75 79.8 ％ 19 

 

【入院体制の維持】 

 当院では医療依存度の高い患者や終末期患者を安全に受け入れ、24 時間体制で

入院医療を提供します。日中は医師の指示のもと看護師による継続的な看護やケア

を実施し、夜間・休日は医師が当直もしくはオンコール待機する体制および看護師

の夜勤体制（二交代制を計画）を確保します。緊急時には当院医師が速やかに出動・

診察できる体制を整え、必要時には連携病院（富山市民病院、富山赤十字病院等）

への搬送を行います。 

 看護体制は、医療法施行規則に定める有床診療所の人員配置基準を満たし、終末

期医療や緩和ケアに精通した看護師を中心に配置します。さらに、定期的な院内研

修を実施し、感染対策、安全管理、倫理的課題（ACP・意思決定支援を含む）に関

する教育を継続的に行い、質の高いケアを維持します。 

 また、在宅療養支援診療所として既に構築している 24 時間往診・連携体制を入
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院診療にも活かし、地域の訪問看護ステーションや薬局、介護事業所との情報共有

を強化します。入院から在宅への移行にあたっては、当院の入退院支援担当者を中

心に在宅医療チームが積極的に関与し、切れ目ない医療の提供と在宅復帰支援を行

います。 

 今後も地域の医療・介護事業所との協働を通じて、病床稼働率に左右されない安

定的な入院体制を維持し、安心して療養できる環境を提供します。 

 

【近隣医療・介護施設との関連】 

 当院は在宅専門診療所として開設以来、富山市および富山医療圏の急性期病院、

回復期病院、等との連携を重ねてきました。特に富山大学附属病院、富山県立中央

病院、富山市民病院、富山赤十字病院とは、在宅療養移行支援および緩和ケア患者

の退院調整において、日常的に情報共有と連絡調整を行っています。急変時や専門

的検査・処置が必要な場合には、これらの医療機関を後方支援病院として搬送を受

け入れていただく体制を確保しています。 

 また、在宅療養支援診療所として地域の訪問看護ステーション、訪問介護事業所、

居宅介護支援事業所、薬局、DSや SSなどの介護施設等との多職種連携を構築して

います（別紙３）。これらの関係事業所とは ICTを用いた情報共有や定期カンファ

レンスを通じて、患者の療養方針や ACP に基づく支援方針を随時共有しています。

病床設置後はこれまでの連携を基盤としながら、前述のような病床機能を発揮する

ことで、地域全体の医療資源の効率的活用と患者の QOL 向上にいっそう貢献しま

す。 

 

【病床設置後の展望】 

 私たちは、在宅ホスピスケアを実践する有床診療所となります。近現代における

ホスピスとは、科学的根拠に基づいた緩和医療と全人的ケアによる尊厳を両立させ

るという理念があります。私たちはその意味を尊重しながら、「生活の中心は在宅

に据え置き、必要な時には入院という形で支える」という連続性をもったケアを通

して、患者と家族の生活を最期まで支援する拠点づくりを目指します。 

 そのケアの提供主体となる専門職の役割として求められるのは、それぞれの職域

における知識や技術の提供にとどまらず、患者や家族の人生観や価値観、ものがた

りに向きあい尊重する姿勢です。日常的なかかわりのなかで ACPを実践し、治療方
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針の検討の場面では自律的な意思決定を支援する取り組みを通して、かかわる専門

職に対して情意的（態度）領域の教育機会を提供します。 

 また、県内も少子高齢化により医療や介護の労働人口不足が加速するなか、終末

期医療に限らず慢性疾患や加齢に伴う心身機能の低下を抱えながら地域で暮らし

続ける人々にとって、安心して相談・支援を受けられる拠点となることを目指しま

す。これにより、地域における在宅療養支援体制の質的向上に寄与するとともに、

医療資源の適正な活用を図り、持続可能な地域医療の構築に貢献していきます。 

 

【添付資料】 

別紙１ 適切な意思決定支援にかかる指針（2022年 くれよん在宅クリニック） 

別紙２ 在宅療養支援診療所に係る報告書 令和 7年 8月 1日現在 

別紙３ 当院の連携実績 

 



急性期病院
がん診療連携拠点病院

地域包括ケア病院
回復期リハビリ病院

療養型病院
介護医療院

入居型施設
サ高住/有料老人ホーム

自宅

くれよん在宅クリニック
在宅専門診療所

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

①急性期治療後を主とした患者の流れ と当院の役割

転院

所定以上の在宅復帰率
により報酬算定上の優
位性がある
在院日数の制限がある

医療区分として定めら
れた処置を要する場合
に報酬算定上の優位性
がある
重度認知症などの場合
には在宅復帰困難

高度急性期・急性期医療
の集約化と患者数の増大、
診療報酬上の観点から、
長期入院は実質的に困難

▽
転院または入居型施設に
よる速やかな受入が合理
的な選択となる

別表7・8を対象とした施設型ホスピ
スの増加
同一法人による一体型サービス提供

配置医師として回
診、定期処方
特定の条件下では
訪問診療、往診の
実施が可能

特定の条件下では
往診の実施が可能

所定人員配置、病診連
携、医療介護連携、在
宅看取り等の実績

▽
在宅時/施設入居時等
医学総合管理料を算定

▽
計画的な医学管理全般、
衛生材料の払出等

転院

転院

退院

退院退院

退院

訪問診療
往診

当院は幅広い医療処置に対応
・医療用麻薬持続皮下注射
・調節型持続鎮静
・胸水/腹水穿刺
・赤血球輸血療法 等

複数事業所による協働サービス提供

『退院した患者』に対して自宅または
入居先に訪問して集中的な医療的支援
が可能
退院調整に必要な在宅での医療処置の
工夫や制度の利用に慣れているものの、
調整段階から介入することは多くない

本来は在宅療養
復帰を前提とし
た利用だが、近
年は看取りも増
加傾向にある

資料８－２



急性期病院
がん診療連携拠点病院

地域包括ケア病院
回復期リハビリ病院

療養型病院
介護医療院

入居型施設
サ高住/有料老人ホーム

自宅

くれよん在宅クリニック
在宅専門・有床診療所

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

転院

転院

転院

退院

退院退院

退院

訪問診療
往診

入院

「緩和ケア病床」として、とくに人生の最終段階における全人的な
苦痛に対して専門的な緩和ケアを提供する
対象となる疾患を限定せず、家族もケアの対象としてともに過ごせ
る環境を整える
自宅や入居型施設に留まらず、従来の環境では安楽な療養継続が難
しい場合には、介護施設からの入院、転院にも対応する

退院

入院

転院

入院

②「緩和ケア病床」機能



急性期病院
がん診療連携拠点病院

地域包括ケア病院
回復期リハビリ病院

療養型病院
介護医療院

入居型施設
サ高住/有料老人ホーム

自宅

くれよん在宅クリニック
在宅専門・有床診療所

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

転院

転院

転院

退院

退院退院

退院

訪問診療
往診

転院

転院

入院

「おうちへ帰ろう病床」として、住み慣れた自宅へ戻るた
めの総合的な支援を行う
・在宅療養環境の個別性に配慮した症状緩和策の検討
・地域の各事業所と連携したサービス調整、環境調整
・各種手続きや制度利用

転院の形式をとることで、急性期病院や地域包括ケア病院
の連携業務負担は軽減される

退院

③「お家へ帰ろう病床」機能



配置図

A02

DRAWN / CHECKED / 

SCALE /  

DRAWING TITLE / 

PROJECT  NAME / Hospital_KRYN

DRWING DATE  /

くれよん在宅クリニック移転PJ

DRAWING NUMBER  /

TEL / 076-461-4441 FAX / 076-461-4442TOYAMA OFFICE / 富山市堀川小泉町1-4-12 2F www.dotstudio.co 2025/11/27富山県知事登録 第(2)2173号

1/300

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣地境界線
水路

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰP

P1

P2

P3

P4

P5

第2駐車場 (16台）既存
遺構

第1駐車場
 (6台）

23660

1
0
0
1
0

1
8
2
0

1
1
8
3
0

6000

1
9
5
1
0

既存母屋/177.79㎡
（平屋建て）

新築棟（診療所・事務所）/436.44㎡
（2階建て）

※病床申請建物

中庭

既存土蔵
/49.4㎡

（平屋建て）

既存納屋門
/33.66㎡

（平屋建て）

広場
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東側接道：法42条1項3号道路

中庭

■ 計画敷地 地番区画図

36-1
（2751.26㎡）

47-1
（493.0㎡）

41-1
（476.0㎡）

40
（167.33㎡）

N

■ 面積一覧

敷地面積 3887.59㎡(登記値)

建蔽率

697.29㎡/3887.59㎡x100
=17.93%

(1) 新築棟（診療所） 延べ面積

(3) 既存 母屋 延べ面積

(4) 既存 土蔵 延べ面積

(2) 既存 納屋門 延べ面積

延べ面積 合計

436.44㎡

33.66㎡

177.79㎡

49.40㎡

697.29㎡

容積率

615.38㎡/3887.59㎡x100
=15.82%

(1) 新築棟（診療所）建築面積

(3) 既存 母屋建築面積

(4) 既存 土蔵 建築面積

(2) 既存 納屋門 建築面積

建築面積 合計

334.03㎡

54.16㎡

177.79㎡

49.40㎡

615.38㎡

歩行者用通路

広場
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■ 床面積表

・ 2階床面積：199.57㎡ (60.47坪）

・ 1階床面積：236.87㎡ (71.77坪）

床面積合計  436.44㎡ (132.25坪）
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基本的な考え方

【くれよん版】適切な意思決定支援にかかる指針

ひとが生き、そして終っていく過程には、ままならないことがしばしば起こります。そんな時、安心・安全・安

楽で完全に良好な状態を目指し続ける医療を提供するよりも、もっと大切にすべきことがあると感じていま

す。そのために私たちは、「納得できる生き方・終い方をすべてのひとに」を理念とし、日々の診療に取り組ん

でいます。

ひとがその生き方、終い方に納得できるときには...

・自分の体や心の変化について、十分な情報が提供されている。

・可能な限りその内容を理解し、また、受け入れられている。

・それらを踏まえて、以後の過ごし方に自身の思いや希望が反映されている。

などの条件が必要になります。そのために必要なのは、丁寧なコミュニケーションです。ちゃんと話してくれる・

伝えてくれる、聞いてくれる・わかってくれる、そんな存在でありたいと考えます。

日々の取り組み

厚生労働省が定める「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿って

、日々の臨床において次のように実践しています。

・初診での話し合い

私たちが定期的にお住まいへお伺いすることになった場合、ご本人やご家族と、これから在宅療養を支

える多職種とが集まって、療養の方針についてじっくりと話し合う時間を設けています。

当面の医療・ケアの方針に留まらず、これからの時間で大切にしたいこと、もしも体調を崩されたときの

こと、ご自身に代わって療養方針を委ねられる人など、丁寧に確認して皆で共有できるように努めてい

ます。

・記録の残し方

形式的なテンプレートは用いずに、話し合いのなかでご本人やご家族の言葉をできるだけそのままの形

で記録に残しています。

別紙1
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体調や病状についての情報共有、ご本人の思い、ご家族の思いを丁寧に確認しながら、当面の大切

にしたいことはどんなことか、そのための具体的な方針について記録します。

・必要なら何度でも

体調や療養される環境の変化によって、ご本人やご家族の思いも変わることは少なくありません。揺れ

る気持ちに寄り添いつつ、その時々の状況を踏まえて話し合いを重ね、ご本人らしさを大切にするため

の選択肢をともに考えます。

ご本人がご逝去されたあとでも、ご家族の希望があれば関わった多職種とともに振り返りの時間を設

けています。



別紙2-
【診療所】 別紙様式の( 11 3) 【令和年度定例報告用】7

在宅療養支援診療所に係る報告書

(在宅療養実績加算を含む) (令和7年月日現8 1 在)

保険医療機関コード 0119826

保険医療機関名 くれよん在宅クリニック

別添1の「第」のの9 1  (1
別添1の「第9」の1の (2

別添の「1 第9」の1の (3

在宅療養実績加算の届出の有

無

に規定する在宅療養支援診療所
※届出している区分にチェックを入れてくださ
い。

在宅療養実績加算1
在宅療養実績加算2
届出なし

※加算の区分にチェックを入れ
てください。

1.直近1年間(令和6年8月1日~令和7年7月31日)に
在宅療養を担当した患者について

※「平均期間は、気者1人当たりの在宅医療を開始してからの平均診療期間月単位で記載すること。(例) 在宅医療を 始してから12ヶ月目の患者1名及び30
ヶ月目の 者1名の場合 (12+30) +2(人)=21ヶ月1 平均診療期間 6 ヶ月)

2 合計診療患者数 253 名

【再 】死亡患者数 +2+®+@ 102 名

(1) うち医療機関以外での死亡者数 +2 86 名

ア うち自宅での死亡者数 ( 75 名

イうち自宅以外での死亡者数 2 11 名

(2) うち医療機関での死亡者数 + 16 名)

ア うち連携 医療機関での死亡者数 ( 名6 )

イうち連携医療機関以外での死亡者数 4 C 10名)
超重症児又は準超重症児の患者数
(15歳未満であって、3回以上定期的な訪問診療を実施し、在宅時医学総合管理料

又は C 名)
施設入居時等医学総合管理料を算定したものに限る。)

Iの2 (1)の「うち医療機関以外での死亡者数」を記
入するに当たり、介護老人保健施設等の入所施設で死亡した患者については

「イ うち自宅以外での死亡者数」欄へ
計上してください。

Iの2 (2)の「連携医療機関」とは、事前に緊急時の
受入を届出ている医療機関であり、在宅支援 携体制についても含むもので

I.直近1年間(令和6年8月1日~令和7年7
月31日)の訪問診療等の実施回数について

(1)往診訪問診療等の合計回数 【再揭】

うち緊急の往診

(2)訪問診療 (3)訪問看護
(緊急を含む)

②D
回0

1+2+3
( 3,065 回) ( 369回) 139 回) (2,696回C

Ⅱ
の「うち緊急の往診」については、緊急又は夜間・休日若しくは深夜に行った往診を計上してください。

Ⅲ.直近1月間における往診又は訪問診療の状
況について(期間:令和7年7月1日~令和7年7

① 初診、再診、往診又は訪問診療を実施し
た患者数(外来患者を含む。)

② 往診又は訪問診療を実施した患
者数

13 名2)

名127)

③ 往診又は訪問診療を実施した患
者の割合 (2/1) ( 96.2) %

別紙２
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主として往診又は訪問診療を実IV. Ⅲ③施する診療所に係る状況のが 以( 95% 上の医療機関は記入すること)

(1) 直近年間に、訪問診療を開始し1 た患者の紹介文書によるもの( に限る。を受けた保険医療) 機関
算出に係る期間( : 令和年月日今和年6 8 1 ~ 7 7月日31 )

「保険医療機関の名称 「患者の紹介を行った医師 「患者の紹介を受けた日付

Ο 富山大学附属病院 安藤孝将 年月日2024 12 9

2 富山市民病院 高嶋勇志 年月日2025 2 5

③ 富山県立中央病院 岩田子 年月日2024 8 27
4 富山西総合病院 吉田啓紀 202 年月日5 3 27
5 富山赤十字病院 中川俊一郎 2 年025 3月日20

(2 直近1月間の診療実績(算出に係る期間: 令和7年7月1日~今和7年7月31日)
在宅時医学総合管理料を算定した患者数 118 名

「施設入居時等医学総合管理料を算定した患者数 名10

①及②びのうち、要介護3以上又は別表第八の二に規定する別に厚生労働大臣が 77 名③ 「定める状態に該当する患者数

「施設入居時等医学総合管理料を算定した患者の割合A 8 %
(+2)

「要介護3又は別表第八の二に規定する別に厚生労働大臣が定める状態に該当する患者
の割合

(+2)
60 %

V. 在宅支援連携体制について

1 在宅医療を担当する常勤の医師数 ( 6名)

2 連携する保険医療機関数 2 医療機関)

以下は機能強化型の在支診のみ回答。

3 地域ケア会 、在宅医療・介
護に関するサービス担

「当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施さ
「れる他職種連携に係る会議への出席回数(直近1年
間)

4 往診・連絡体制構築のために協力している在宅療養移行加算を算定する診療所

35 回

0 医療機関)

Vの「在宅支援連携体制について」を記載するに当たっ
ては、自院を含めた数を記載してください。

1・2については、第901 (2)に規定する在宅療養支援診療所が記
載してください。

3~6については、機能強化型の在宅療養支援
診療所のみ記載してください。
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富山県の医師確保に関する制度
地域枠（地域医療に従事する明確な意思をもった学生の選抜）

〇国の緊急医師確保対策等によって臨時的に認められた富
山大学・金沢大学医学部定員増に係る入学定員(別枠方式)

富山大学10名（H21～※H21は５名）
金沢大学２名（H22～）

・貸与総額：約1,100万円
・返還免除条件：11年間（初期臨床研修含む）、
県内公的病院等※の特定診療科で診療に従事

〇特定診療科 小児科、外科、産科、麻酔科、救急科、
総合診療科、脳神経外科、感染症内科

特別枠以外の医学生に対する修学資金制度（入学後手挙げ
方式）
〇前期コース（１～４学年）
・貸与額月額:５0,000円(入学月300,000円加算)
・返還免除条件 貸与期間の２倍に相当する期間

県内公的病院等※で診療に従事
〇後期コース（５～６学年）
・貸与額月額:100,000円
・返還免除条件:貸与期間の1.5倍に相当する期間

県内公的病院等※の特定診療科で診療に従事

特別枠（県内高校出身者限定） 修学資金貸与枠

大学独自枠

富山大学医学部医学科地域枠
学校推薦型選抜15名（H19は8名）別枠方式
総合型選抜 10名（R4～） 別枠方式

県内高校出身者限定
卒業後に富山大学附属病院で５年間（２年間の初期臨床
研修を含む）臨床医として従事（～R7入学生は３年間）

自治医科大学 別枠方式
へき地等における医療の確保のため、大学が修学資金
を貸与（年に２～３人）※都道府県が負担金
・貸与総額2,300万円
・返還免除条件 貸与期間の1.5倍、原則９年間、県
職員として県内公立病院、へき地診療所等に勤務

報告

※公的病院、へき地医療拠点病院、へき地診療所、
分娩を取り扱う民間病院・診療所



県養成医師の勤務状況
① 特別枠卒業医師（初期臨床研修終了後）の勤務状況（令和８年度）

年次 医師
３年目

医師
４年目

医師
５年目

医師
６年目

医師
７年目

医師
８年目

医師
９年目

医師
10年目

医師
11年目

計
構成
割合

貸与年度 H30 H29 H28 H27 H26 H25 H24 H23 H22

診療科別医師 １０ ９ ９ ８ ８ １２ ９ ６ ５ ７６ 100％

小児科 １ ０ １ ０ ０ ２ ２ １ ０ ７ 9.2％

産科産婦人科 ２ ２ １ ０ １ ０ １ ２ ０ ９ 11.8％

麻酔科 ２ １ １ ０ ２ ３ ３ ２ ３ １７ 22.4％

外科 ３ １ ３ ３ ０ ４ １ ０ ０ １５ 19.8％

救急科 ０ ０ ０ １ ３ ０ ２ １ １ ８ 10.5％

総合診療 １ ４ ０ １ ２ ３ ０ ０ １ １２ 15.8％

感染症内科 ０ １ ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ７ 9.2％

脳神経外科 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 1.3％

〇初期臨床研修
・初期臨床研修病院は、富山大学附属病院又は県内の臨床研修病院とする。（金沢大学特別枠は、金沢大学附属病院も可）
・研修先は、医学生と臨床研修病院とのマッチングにより決定する。
〇公的病院等での勤務
・県内公的病院等の中から、医師（医局に所属する場合は医局の意向も考慮）と医療機関の要望を調整のうえ、各勤務先での就業期間も含めて、県が決定する。
・診療科は、特定診療科の中から医師が自由に選択する。



県養成医師の勤務状況

② 自治医科大学卒業医師の勤務状況（令和８年度）

病院名 人数

あさひ総合病院 １

黒部市民病院 ２

かみいち総合病院 ２

県立中央病院 ４

国立大学法人富山大学附属病院 １

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院 １

金沢医科大学氷見市民病院 １

市立砺波総合病院 ２

南砺市民病院 １

公立南砺中央病院 １

上平診療所 １

利賀診療所 １

合 計 １８
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富山県医療計画（令和６年３月改訂版）の概要 

現状・課題 

・望ましい生活習慣の確立とたばこ対策の充実・強化 

・がんの早期発見体制の強化 

・チーム医療の推進 

・相談支援の充実 

・緩和ケアを含めた在宅療養支援体制の充実 

主な施策 

・企業・団体等と連携したたばこ対策の推進 

・がん検診・精密検査受診率の向上 

・専門性を活かしたチーム医療の推進 

・多様な相談ニーズに対応した相談支援の充実 

・多職種連携による在宅療養支援体制の充実 

 

― ５ 疾 病 ― 

 

 

② 脳卒中 

① がん 

④ 糖尿病 

⑤ 精神疾患 

１ 救急医療 

６ 小児医療 

４ へき地医療 

２ 災害医療 

３ 新興感染症発生・まん延時における医療 

現状・課題 

・発症予防のための望ましい生活習慣の確立 

・医療が必要な者への受診勧奨の強化 

・専門的治療の推進 

・合併症や再発予防のためのリハビリテーションの推進 

・心不全の再発防止のための連携体制の構築 

主な施策 

・生活習慣病などの危険因子に関する県民への普及啓発 

・医療保険者・事業所等と協力した受診勧奨の強化と保健指 

導実施率の向上  

・専門的治療の速やかな開始のための体制整備 

・心血管疾患リハビリテーションの推進  

・心不全の再発防止のための多職種・多機関連携の推進 

 

現状・課題 

・発症予防のための望ましい生活習慣の確立 

・医療が必要な者への受診勧奨の強化 

・専門的治療に関する連携強化 

・デジタル技術を活用した医療連携 

・日常生活への移行に向けた医療・介護連携の推進 

主な施策 

・生活習慣病などの危険因子に関する県民への普及啓発 

・医療保険者・事業所等と協力した受診勧奨の強化と保 

健指導実施率の向上 

・超急性期の専門的医療機関との連携強化 

・遠隔医療やデジタル技術を活用した医療機関連携の 

支援 

・急性期・回復期・維持期における切れ目ない連携の 

支援 

 

現状・課題 

・発症予防のための望ましい生活習慣の確立 

・糖尿病予防のための健康診断・保健指導の強化 

・かかりつけ医と専門医の連携による治療体制の整備 

・慢性合併症の発症予防・重症化予防 

・重症化予防のための関係者の連携強化 

主な施策 

・糖尿病予防・重症化予防に関する普及啓発 

・医療機関や地域の多職種連携による効果的な保健指導の 

推進 

・かかりつけ医と専門医の連携による適切な治療薬の選択 

・合併症の専門治療を行う医療機関とかかりつけ医の連携 

・高齢者に対する保健事業と介護予防事業との一体的実施に 

よる重症化予防の推進 
 

現状・課題 

・質の高い入退院支援の実施と多職種連携の仕組みづくり 

・在宅医療に取組む医師確保・人材育成及び在宅主治医の相互 

補完・連携協力 

・訪問看護ステーションや訪問看護師の増加と機能強化 

・在宅看取りを含めた在宅医療への県民の理解 

・自宅で最期を迎えることを可能にする医療及び介護体制 

・誤嚥性肺炎の予防における口腔管理の重要性 

主な施策 

・入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援  

・在宅医療に取組む医師の確保、人材育成と連携協力体制 

・訪問看護ステーションの規模拡大や機能強化 

・在宅医療・介護サービスの普及啓発、看取り体制の構築 

・口腔ケアの重要性に係る普及啓発と歯科専門職の資質向上等 

 

現状・課題 
・無医地区・準無医地区における、へき地医療拠点病院に 
よる巡回診療、代診医派遣等の継続 

主な施策 
・へき地医療拠点病院の巡回診療等に対する運営支援 
・へき地医療に従事する医師の確保 

現状・課題 

・周産期医療機関の機能の分担、重点化による連携強化 

・妊娠期から子育て期への切れ目ない支援 

・在宅療養児及び家族に対する支援体制の強化 

主な施策 

・周産期医療機関の機能分担と連携の推進 

・地域の特性に応じた病診連携や市町村の母子保健事業との 

連携を一層強化 

・ライフステージに応じた障害児支援のための多様なサービス 

提供体制の充実 

現状・課題 
・平時から新興感染症発生・まん延時の医療提供体制の検 
討、準備 

・感染症以外の患者も含めた切れ目のない医療提供体制の 
整備 

・感染拡大の抑制による医療ひっ迫の回避 
・県民が感染症に関する正しい知識の普及啓発 
・新たな感染症に対応できる医療専門職等人材の育成・確保 
主な施策 
・感染症対策連携協議会の設置による関係機関との連携 
・医療措置協定の締結による医療提供体制の確保 
・妊産婦や精神疾患患者等、特に配慮が必要な患者への医療 
の提供 

・感染対策指導による感染症の発生の予防・まん延防止 
・患者や医療従事者、その家族等への差別的取扱いの防止 
・感染症予防に関する人材育成及び資質の向上 
 

５疾病 ６事業・在宅医療の主な内容 ③ 心血管疾患 
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現状・課題 

・小児救急医療機関の負担軽減 

・小児救急外来への軽症者の受診が多い 

・高度小児専門医療の一層の充実 

・医療的ケア児への対応の強化 

・子どものこころの問題に対する診療体制の強化 

主な施策 

・小児救急医療の適正受診についての普及啓発 

・小児二次輪番体制の持続可能なスタイルでの運用 

・高度小児専門医療に対応する病院間のネットワーク強化 

・医療的ケア児に係るレスパイト体制の充実 

・子どものこころの診療を担う小児科医・児童精神科医の育成 

―在宅医療― 

現状・課題 
・こころの健康づくりのための相談支援体制の充実 
・地域生活に必要な住まいや支援人材の確保 
・多様な精神疾患等に対応する医療提供体制の整備 
主な施策 
・市町村、厚生センター、心の健康センターにおける重層的
な相談支援体制の整備 

・地域移行の受け皿となるグループホームの整備推進 
・メンタルヘルスサポーターやピア・フレンズ等、地域生活
を支援する人材の養成 

・医療機能の明確化と情報提供による適切な受診支援 
・治療抵抗性統合失調症治療薬や閉鎖循環式全身麻酔の精神 
科電気痙攣療法（mECT）等による治療を適切に受けられる 
地域連携体制の構築 

・依存症や摂食障害等、多様な精神疾患等に対する保健医療 
体制の整備 

 

〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大による地域医療の様々な課題や人口構造の変化への対応 

〇新たな事業として新興感染症への対応に関する事項を追加する 

〇新興感染症の発生・まん延時や災害時等においても必要な医療が提供できる体制の促進 

〇「医師確保計画」「外来医療計画」についても第８次医療計画の策定と併せて見直しを行う 

〇2024（令和６）年４月に医師の時間外・休日労働の上限規制が施行されることへの対応 

 

〇人口減少と高齢化が進行する中で、安全で質の高い医療を効果的に提供するために

は、働き方改革の本格実施にも対応しながら、引き続き医師の確保・育成と定着に取

り組むとともに、地域ごとの状況をよく踏まえ、地域包括ケアシステム等の一層の推

進、医療機能の役割分担と連携強化、さらには、医療資源の集約化、重点化を進める

ことも不可欠であると考えられる。 

 

基本的な方向性 基本目標 

〇 患者本位の安心で質の高い保健医療提供体制の確保 

〇 2024（令和６）年度～2029（令和11）年度 

計画期間 

改訂のポイント 

― ６ 事 業 ― 

現状・課題 

・軽症（入院不要）の救急搬送患者が多い 

・高齢救急患者の増加への対応など 

・２次輪番病院等、救急医療機関の負担が増大 

主な施策 

・救急医療の適正受診についての普及啓発 

・増加する高齢救急患者に対する関係機関の連携強化 

・救急医療機関と救命期後に対応する医療機関等との連携 

体制の充実・検討 

・救急医療機関間の役割の明確化、機能分担の推進 

現状・課題 

・災害拠点病院の機能強化 

・災害拠点病院以外の病院の災害対応の向上 

・豪雨災害に備えた病院の浸水対策 

・災害医療関係者間の連携強化 

主な施策 

・災害拠点病院の機能強化（BCP、訓練） 

・災害拠点病院以外の病院の耐震化、BCPの促進 

・自家発電機の高所移設などの浸水対策の推進 

・災害医療コーディネーターや DHEATを中心とした連携 

体制の整備 



かかりつけ医機能報告概要

かかりつけ医機能報告の流れ

○慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告。
○都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協

議の場に報告するとともに、公表。
○都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果

を取りまとめて公表。

かかりつけ医機能報告
対象医療機関

① かかりつけ医機能の報告

具体的方策の例
◆地域で不足する機能を担うための研修や支援の企画・実施
◆地域の医療機関に地域で不足する機能を担うよう働きかけ
◆地域の医療機関間の連携の強化 など

※医療機関の報告内容について、実際には体制を有していないことが明らかになった場合は、その機能については都道府県による公表の対象外
医療機関の報告懈怠・虚偽報告等の場合は報告・是正の命令等（第30条の18の４第６項等）

⑥ 地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討 （第30条の18の５）

都道府県

◆継続的な医療を要する者に対す
るかかりつけ医機能の有無・内容

（第30条の18の４第１項）

＜報告項目イメージ＞
１：日常的な診療を総合的

かつ継続的に行う機能
２：１を有する場合、
(1)時間外診療、(2)入退院支援、(3)
在宅医療、(4)介護等との連携、(5)
その他厚生労働省令で定める機能

② 報告の内容

④確認結果

⑤
確
認
結
果
の
報
告

③ 都道府県
の確認

外来医療に関する
地域の協議の場

公

表

⑦協議結果 公

表

２（１）～（４）等の機能の
確保に係る体制を確認（※）。

・体制に変更があった場合は、
再度報告・確認

（第30条の18の４第３項、第５項）

（第30条の18の４第７項）

（第30条の18の４第４項）

（第30条の18の４第２項）

※介護等に関する事項を協議する場合には、市町村の参加を求め、介護等に関する各種計画の
内容を考慮。

※高齢者保健事業や地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意。

11
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かかりつけ医機能報告制度に基づく医療機関の実施事項

・特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所がかかりつけ医機能報告の対象となります。各
医療機関におけるかかりつけ医機能の内容について①報告、②院内掲示、③患者説明の実施が必要となります。

①報告

毎年１～３月に、かかりつけ医機能の内容について都道府県に報告
※原則、医療機関等情報支援システム（G-MIS）による報告

１号機能

２号機能

日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能

（イ）通常の診療時間外の診療 （ロ）入退院時の支援
（ハ）在宅医療の提供 （ニ）介護サービス等と連携した医療提供

②院内掲示
かかりつけ医機能（１号機能）を有する医療機関の要件として、報告したかかりつけ医
機能の一定の内容を院内掲示することが必要。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式を出力することが出来る。

③患者説明
おおむね４か月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者・家族から
求めがあったときは、治療計画等について説明。
※かかりつけ医機能（１号機能）を有する医療機関は、原則、医療法に基づく患者への説
明が努力義務



かかりつけ医機能報告制度の主なスケジュール

医療機関

県

12月頃 １～３月 ４月～ 11月頃

県からの定期
報告依頼の受
領

医療機関への
定期報告依頼
の発出

定期報告
※G-MISにより

報告

医療機関からの
定期報告受領

県による体制の
有無の確認

変更報告（随時）
※定期報告で報告した内容に変更

が生じた場合

報告内容の集
計・分析

報告内容及び
確認結果の公
表

協議の場
での協議

県からの定期
報告依頼の受
領

医療機関への
定期報告依頼
の発出



※各年度７月１日現在の数値

①県全体

H28年度 R６年度 R7年度の予定 R7年度必要量

(2016年度） (2024年度） (2025年度） (2025年度）

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ－Ｃ Ａ－Ｂ

高度急性期 1,737 1,710 1,678 930 748 -59

急性期 4,996 4,053 3,897 3,254 643 -1,099

回復期 1,342 1,989 1,986 2,725 -739 644

慢性期 5,489 3,822 3,836 2,648 1,188 -1,653

休棟等 387 171 69 0 69 -318

計 13,951 11,745 11,466 9,557 1,909 -2,485

高度急性期 0 42 17 86 -69 17

急性期 934 679 679 375 304 -255

回復期 89 215 215 346 -131 126

慢性期 804 472 472 403 69 -332

休棟等 49 0 0 0 -49

計 1,876 1,408 1,383 1,210 173 -173

高度急性期 1,421 1,348 1,341 536 805 -80

急性期 1,948 1,551 1,452 1,648 -196 -496

回復期 598 949 956 1,360 -404 358

慢性期 2,883 2,048 2,107 1,374 733 -776

休棟等 97 87 47 47 -50

計 6,947 5,983 5,903 4,918 985 -985

高度急性期 300 304 304 233 71 4

急性期 1,529 1,233 1,225 915 310 -304

回復期 388 563 553 750 -197 165

慢性期 907 667 667 493 174 -240

休棟等 138 84 22 22 -116

計 3,262 2,851 2,771 2,391 380 -380

高度急性期 16 16 16 75 -59 0

急性期 585 590 541 316 225 -44

回復期 267 262 262 269 -7 -5

慢性期 895 635 590 378 212 -305

休棟等 103 0 0 0 -103

計 1,866 1,503 1,409 1,038 371 -371

比較
転換状況

⑤砺波医療圏

地域医療構想の必要病床数と病床機能報告における医療機能の比較

②新川医療圏

③富山医療圏

④高岡医療圏

比較
不足状況
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病床機能再編支援事業（令和６年度より開始）

〇事業概要

　地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、

医療機関が病床減少（※）を伴う病床機能再編に取り組む際、減少する病床数に

応じた給付金を支給するもの。

 ※対象の病床は「高度急性期」「急性期」「慢性期」の３種類

病床数適正化支援事業（令和７年度）

〇事業概要

　医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、削減病床

１床あたり410万４千円の給付金を支給するもの。

〇補助金額

　・国１次内示　100床分 410,400千円

　・国２次内示　50床分  205,200千円

 　　　　　　計150床分　615,600千円

回復期機能病床確保事業（平成26年度より開始）

〇概要

　病床機能を「急性期機能」等から「回復期機能」への転換に要する経費

　を支援するもの。

　(1) 地域包括ケア病床転換促進事業

　(2) 回復期リハビリテーション病床転換促進事業

　(3) 緩和ケア病床転換促進事業

〇交付額の算定方法

　「病床転換数×補助単価」と「補助対象経費」のいずれか低い額に、補助率

　1/2を乗じて算出する。

　補助単価は、整備の内容に応じて次のとおりとする。

　(1) 病棟の新築又は増改築等の場合 900万円/床

　(2) 病棟の改修等の場合（設備整備のみの場合を含む） 500万円/床

　地域医療構想の推進等を図るための補助金等一覧
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　令和４年度以降の実績を記載

病床の削減数
回復期への転換
数

富山労災病院 R６ 急性期 16
黒部市民病院 R７ 急性期 9

小計 急性期 25

病床の削減数
回復期への転換
数

富山市民病院 R６ 急性期 42
富山市民病院 R７ 急性期 9
長谷川病院 R７ 急性期 4
県立中央病院 R７ 高度急性期 9
杉野脳神経外科病院 R４ 急性期 16
国立病院機構富山病院 R７ 休床 8
富山大学附属病院 R７ 精神 4
三輪病院 R７ 精神 10
すぎき整形外科 R７ 休 7

急性期 64 16
休床 15
精神 14

病床の削減数
回復期への転換
数

高岡市民病院 R６ 急性期 41
高岡市民病院 R６ 急性期 36
高岡市民病院 R７ 休床 9
高岡ふしき病院 R７ 急性期 14
高岡ふしき病院 R７ 回復期 15
高岡ふしき病院 R７ 休床 8
厚生連高岡病院 R７ 急性期 15
厚生連高岡病院 R４ 急性期 34
光ヶ丘病院（高岡市）R４,５ 慢性期 50
済生会高岡病院 R５ 急性期 3
柴田病院 R７ 精神 3

佐伯レディースクリ
ニック

R７
急性期 1

小計 急性期 71 73

回復期 15

慢性期 50

休床 17

精神 3

病床の削減数
回復期への転換
数

市立砺波総合病院 R７ 急性期 65
市立砺波総合病院 R７ 急性期 10
市立砺波総合病院 R６ 急性期 14
北陸中央病院 R７ 回復期 12
松岡病院 R７ 精神 3

小計 急性期 75 14

回復期 12

精神 3

病床の削減数
回復期への転換
数

急性期 235 103

回復期 12

慢性期 50

休棟 32

精神 20

計

病床数適正化支援事業
病床数適正化支援事業

年度 病床機能
病床数

活用事業

回復期機能病床確保事業
病床数適正化支援事業
病床数適正化支援事業

回復期機能病床確保事業

活用事業

年度 病床機能

高岡医療圏

砺波医療圏

医療機関

医療機関

年度 病床機能
病床数

活用事業

回復期機能病床確保事業
病床数適正化支援事業

病床数適正化支援事業

病床機能再編支援事業
病床数適正化支援事業

回復期機能病床確保事業

病床数適正化支援事業
回復期機能病床確保事業
病床数適正化支援事業
病床数適正化支援事業
病床数適正化支援事業
病床数適正化支援事業

病床機能再編支援事業
回復期機能病床確保事業
病床数適正化支援事業

病床数適正化支援事業
病床数適正化支援事業

　　地域医療構想の推進等を図るための補助金活用医療機関一覧

病床機能再編支援事業
病床数適正化支援事業

病床機能再編支援事業
病床数適正化支援事業

新川医療圏

富山医療圏

小計

病床数適正化支援事業

医療機関

医療機関
病床数

活用事業

病床数
病床機能年度
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